
女性活躍の推進や仕事と育児、介護等の家庭生活が
両立しやすい職場環境づくりに取り組む県内企業を支援しています。
性別を問わず選択される魅力的な企業へと変革・成長し、
すべての労働者が働きやすく、働きがいのある環境を整えましょう！

働く人を応援する企業を応援します！

事 業 主 体   ：  愛 媛県　少子化対策・男女参画課
プラザ運営（委託先）  ：  一 般社団法人  愛媛県法人会連合会

働き方に関する意識の変化と現状

広がっています！ ひめボスの輪

共働き世帯が増加 結婚・子育てと仕事を両立させたい人が最多に
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「ひめボス推進プラザ」は女性活躍、両立支援、働き方改革等に
関するワンストップ支援拠点。ひめボス宣言事業所認証制度の
認証取得や社内改革に向けたアドバイス・支援を行っています。
※従来の「愛媛県働き方改革包括支援プラザ」を改称し、令和7年4月1日より設置しました。

ひめボス推進プラザとは？
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「 相 談し た い 」「 支 援を受 け た い 」そ ん な と き は当 方ま で お 声 が け くだ さ い！

089-933-2660

〒790-0067 愛媛県松山市大手町2-5-7 別館1F
＜受託者＞一般社団法人  愛媛県法人会連合会  
メール：himeboss01@csc-ehime.jp　

ひ め ボス推進プラザ ひ め ボ ス
N A V I
▼

ひ め ボ ス
ポータルサイト

▼

コンサルタント
派遣申請
▼

愛媛県
H P
▼

「ひ め ボ ス推進プ ラ ザ」業務案内

奨励金や

上位認証の

取得に向けた

各種支援

ひめボス認証の

基本認証

取得支援

女性活躍、

仕事と家庭の両立支援、

働き方改革等に

関する相談対応

働き方改革等

に関する

専門機関への

取り次ぎ

「ひめ ボス推進プラザ」を活用するメリット

アドバイザーによる認証取得支援や、

セミナー情報・県内の先進事例等の

紹介が受けられます。

国の働き方改革推進センターとも

連携しているため、

社労士等の専門家に労務管理上の

相談ができます。

相談
無料

 お
気

軽にお問い合わせくだ

さ
い

平日
9：00～
17：00



子どもとのコミュニケーションの
とり方が難しい

育児や家事について
もっとリアルな話が聞きたい

パートナーと協力したいけど、
何をすればいいのかわからない

家事は苦手だけど、
何か得意なことをつくりたい

SNSや育児本の情報に振り回されて、
正解がわからなくなっている

周りに子育てをしている男友だちが少なくて、
相談できる人がいない

こんな方におすすめです

家族参加歓迎

託児あり

参加無料

&

２０２５年７月１９日 〜全　　回
開催
7 土

２０２6年1月24日土

家族の笑顔のためにがんばる

詳しい内容・お申し込み・お問い合わせは裏面をご覧ください

社会全体でスクラムを組んで、家事や育児をがんばる
パパ・ママたちを応援する「えひめスクラムプロジェクト」。

毎年好評のワーク＆交流会は、
もっとパパを楽しむための内容が満載です！

昨年は２００名以上の方にご参加いただきました。
家事のコツや親子コミュニケーションに役立つヒントも！
パパ同士の交流や、家族の思い出づくりもできる、

楽しい交流会にぜひご参加ください！

愛媛県家事参画・育休支援事業 2025



※イベント内容及び会場は予告なく変更・終了する場合があります。

2026年
※昨年のイベントの様子

昨年のイベント参加者の声

受託業者 株式会社エス・ピー・シー主  催 愛  媛  県

90%以
上

昨年参加者

満足度

8月9日●土
親子で楽しいお魚クッキング

日時

お魚のプロ「シーフード
マイスター」が、初心者
でもできる三枚おろし
を伝授します！骨抜き
やウロコ取りは親子で
夢中になれる面白さ。
お子さまの食育や自由
研究にもぴったり！

10時～12時

講師

定員

会場

シーフードマイスターがやってくる！

日時

八幡浜市シーフードマイスター連絡協議会

松山市男女共同参画推進センターCOMS

15組

11月1日●土
プロカメラマン写真講座

日時

昨年好評だった写真
講座が再び！プロが優
しく丁寧に撮影のポイ
ントを実践レクチャーし
ます。お子さまの情操
教育にもなるスポット
で、家族のベストショッ
トを残しませんか？

10時～12時

講師

定員

会場

プロの撮影テクニックを習得！

日時

プロカメラマン

八幡浜港フェリーターミナルビル

10組

補助輪はずし講座in今治

お子さまの一生に一度
の自転車デビューを応
援！プロのサイクリン
グアスリートが、ご家庭
でもできるアシスト方
法を伝授します。あそ
び場ナナイロ無料利用
特典あり！

講師

定員

会場

パパのサポートで成功体験を！

11月22日●土日時 10時～12時日時

Velolien松山

アシックス里山スタジアム（今治市）

10組

12月6日●土
親子ＤＥなわとびin内子

日時

お子さまのなわとび
マスターを一緒にサ
ポート！パパも童心に
かえってゲームに挑戦
して、親子でコミュニ
ケーションをとりなが
ら体力づくりしよう！

10時～12時

講師

定員

会場

パパもみんなも楽しくマスター！

日時

一般社団法人 愛媛県なわとび協会

内子町文化伝習センター  トレーニング室

10組

7月19日●土
親子おかたづけ講座

日時

おかたづけの達人が
親子で楽しくできる片
付けのコツを教えます。
おうちスッキリ、ママは
ニッコリ。夏休みの自
由研究用資料と木育
ひろば「木音」チケット
プレゼント！

10時～12時

講師

定員

会場

パパもおうちスッキリ名人に！

日時

お片付けの学び場。  代表 上原千鶴

ワクリエ新居浜

10組

補助輪はずし講座in松山

四国初のプロサイクリ
ングチームVe l o l i e n
松山の選手が、お子さ
まの一生に一度の自転
車デビューを応援！ご
家庭でもできるアシス
ト方法を伝授します。

講師

定員

会場

プロアスリートの技でパパ力UP！

11月15日●土日時 10時～12時日時

Velolien松山

だんだんPARK（松山市）

15組

親子DEなわとびin松山

日時

レベルに合わせて教えて
くれるのでなわとびが苦
手なお子さまも楽しく跳
べます。どこでも手軽に
できるので、家族コミュニ
ケーションにも一役買い
ます。パパのかっこいいと
ころも見せられるかも⁉

1月24日●土 10時～12時

講師

定員

会場

パパと楽しくチャレンジ！

日時

一般社団法人 愛媛県なわとび協会

松山市総合コミュニティセンター

15組 楽しみながら子どもの新たな
一面を知る事が出来ました。

あえて「ママが居ない」という
空間を創る事にも各々意義が
あると感じました。

はじめての参加で緊張しました
が子どもが騒いでも快く受け
入れてくれる雰囲気がとても
よかったです。

えひめスクラムプロジェクト

えひめスクラムプロジェクト事務局

お申込み・お問い合わせ

【メール】share@ehime-scrumproject.jp 
【電話】089-945-1139
【H  P】https://ehime-scrumproject.jp/

お申込みは
サイトフォームから
受付中！

…

中予 東予 南予

参加費無料！各分野の専門家が教えます

どの回でもご応募可能！お申し込み受付中！ ※定員に達し次第受付終了

子育て中のパパ、家事・育児について学びたい人参加
対象



アシェ事
推進キャンペーン

応募
期間

１
～ ９

30

応
募
方
法

≫

主催：愛媛県

愛媛県在住者限定

愛媛県では夫婦間での家事シェアを推進するため、家事分担の見直しを行ったご家庭に
抽選で家事グッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。

第１弾：家事シェアBOOK先着50名、グッズ当選100名、11月発送予定。
第２弾：家事シェアBOOK先着50名、グッズ当選100名、２月発送予定。
厳正な抽選の上、当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。
なお、当キャンペーン詳細につきましては、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

当選
商品

合計200名様に当たる！

お
し
ら
せ

「えひめスクラムプロジェ
クト」として家事・育児関
連イベント等を実施します
ので、ぜひご参加ください。
特設サイトはこちら。

令和６年度のキャン
ペーン結果はこちら。
ぜひ家事シェアの参考
にしてください。

専用フォームから、家庭内の家事・育児の現状を確認し送信！

＼さらに抽選で／

家

７

10
１
～ 12

30

「家事シェアスタイルブック」

＼各回先着50名様にプレゼント／

家事グッズ 3,000円相当

シ
推進キャンペーン

事



   

 

 

≪会議関係≫ 

○ 11 月７日 第１３５７回公益委員会議 

  「近年の不当労働行為事件について」など３件 

○ 11 月 13 日 第８０回全国労働委員会連絡協議会総会（～14 日 東京都） 

  「働き方が変化する中での今後の労働委員会のあり方について」など３件 

○ 11 月 28 日 第１２５０回愛媛県労働委員会総会 

「令和７年調整第２号サービス業争議あっせん事件の申請について」など６件 
 
 

≪集団的労使紛争関係≫ 

○ 調整事件 

事件番号 業種 申立年月日 区分 
調整
回数 

調整事項 終結状況 

７年調整 
第２号 

サービス業 R7.10.23 あっせん - 
会社都合による 

休業の賃金支払い 
係属中 

 
 

≪個別的労使紛争関係≫ 

○ あっせん事件 

事件番号 業種 
申立年月日 
申 請 者 

あっせん事項 
あっせん 

回数 
所要 
日数 

終結状況 

７年調整 
個別第２号 

福祉業 
R7.11.4 
労働者 

退職にかかる競業 
避止誓約の解除 

- - 係属中 

７年調整 
個別第３号 

物品賃貸業 
R7.11.25 
労働者 

退職にかかる競業 
避止誓約の解除 

- - 係属中 

 
○ 労働相談 

  相談者数 相談件数 

１１ 月 １８ ２５ 
累計（４月～） １７６ ２５２ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

 

労働委員会の窓（令和７年 11 月分） 



 

 



 

 

愛媛県特定最低賃金の改正のお知らせ 

 

愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和７年１２月２５日から施行することと

しました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。 

 

① パルプ、紙製造業最低賃金（１時間１，１１３円） 

②  はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 

（１時間１，１１４円） 

③ 電子部品･デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

（１時間１，１０７円）  

④ 船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金（１時間１，１３６円） 

 

上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種

が定められており、これらに該当する場合は愛媛県最低賃金（１時間１，０３３円）が

適用されます。  

          

     

                          

詳細は次ページの一覧表又は愛媛労働局ホームページをご覧ください。 

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

◆愛媛労働局ホームページ              （ＱＲコード） 

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/ 

 

◆お問い合わせ先 

愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205) 

又は、最寄りの労働基準監督署 

松山労働基準監督署  (電話 089-917-5250) 

新居浜労働基準監督署 (電話 0897-37-0151) 

今治労働基準監督署  (電話 0898-32-4560) 

八幡浜労働基準監督署 (電話 0894-22-1750) 

宇和島労働基準監督署 (電話 0895-22-4655) 

 

  

使用者も労働者も 

必ず確認、最低賃金！  



特定最低賃金 

産   業   名 時 間 額 適 用 除 外 改正発効年月日 

パルプ、紙製造業 
（機械すき和紙製造業、
手すき和紙製造業、内装
用ライナー製造業、建材
原紙製造業は除く。） 

1,113
円 

(1) 18歳未満又は 65歳以上の者 

(2) 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃又は片付けの業務 

ロ 手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別又は検

査の業務 

ハ 炊事、湯茶の給仕、守衛又は雑役の業務 

令和７年 

12月 25日 

はん用機械器具、生

産用機械器具、業務

用機械器具製造業 
（計量器・測定器・分析
機器・試験機・測量機械
器具・理化学機械器具製
造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、
武器製造業は除く。）  

1,114 
円 

(1) 18歳未満又は 65歳以上の者 

(2) 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃又は片付けの業務 

ロ バリ取り・溶接かす取り、洗浄、さび若しくは傷の防

止のための塗装、検数、包装又は手作業による機械部品

の組立ての業務 

ハ 中子の造型、卓上ボール盤による穴あけ又はプレスに

よる打抜きの業務 

令和７年 

12月 25日 

電子部品･デバイス･

電子回路、電気機械

器具、情報通信機械

器具製造業 
（発電用・送電用・配電用

電気機械器具製造業、産

業用電気機械器具製造業

は除く。） 

1,107 
円 

(1) 18歳未満又は 65歳以上の者 

(2) 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃又は片付けの業務 

ロ 手作業による検数、選別、包装、袋詰め、箱詰め又は

洗浄の業務 

ハ 手作業により又は手工具若しくは小型手持電動工具を

用いて行う磨き、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、

組線、巻線、かしめ、曲げ又はバリ取りの業務（これら

の業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。） 

令和７年 

12月 25日 

船舶製造・修理業、 

舶用機関製造業 
1,136

円 

(1) 18歳未満又は 65歳以上の者 

(2) 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃又は片付けの業務 

ロ 小物類のサンダーがけ、断熱・防火材（木ぎ装を除く。）

の取付け若しくは取外し、パイプ水圧試験の検査補助、

パイプ・ゴムホース類の漏れの点検又は足場部材の整備

の業務 

ハ 簡単な工具若しくは器具の修理又は消耗品の払出しの

業務 

令和７年 

12月 25日 

各種商品小売業 
（衣、食、住にわたる各種の

商品を小売する事業所で、そ

の事業所の性格上いずれが

主たる販売商品であるかが

判別できないもの。） 

1,033 
円 

左記の特定（産業別）最低賃金は、愛媛県最低賃金額が適

用されています。 

令和７年 

12月１日 

（注）① 特定最低賃金の適用を除外された産業又は業務には愛媛県最低賃金が適用されます。 

②  臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与・期末手当など）、時間外労

働・休日労働・深夜労働に対する手当、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、算入されません。 

③ 派遣労働者については、派遣先の最低賃金が適用されます。 

④ 各種商品小売業の産業分類は、日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に基づいたものです。 

愛媛県最低賃金 

時 間 額 1,033 円 改正発効年月日 令和７年 12月１日 

 



事業主の皆さまへ

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくり
を推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。

12月はハラスメント撲滅月間です！

愛媛労働局雇用環境・均等室

令和７年６月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラ

スメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇

用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります！

詳しくは裏面をご覧下さい

ハラスメント防止対策セミナーを
実施しています！

愛媛働き方改革推進支援センターでは、企業の皆様等からのお求めに応
じて、オーダーメイドのハラスメント防止セミナー等を実施しています。
セミナーや研修会の開催など、お気軽にお問合せください。



全企業が対象となります （施行日：公布（令和７年６月11日）後１年６か月以内の政令で定める日）

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します！
改正法では、国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範

意識を醸成するために、国が啓発活動を行う旨が定められました。職場におけるハラスメントについて、

情報発信等の取組の充実を図ってまいります。

これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等（カスタマーハラスメントの
み）の責務も明確化します。
※ カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、
事業主・労働者・顧客等の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。

① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

③ 労働者の就業環境を害すること。

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。

カスタマーハラスメント対策の義務化

※ 自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等
の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じ
るよう努めるものとされています。

※ カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなけれ
ばならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 ・相談体制の整備・周知

 ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

求職者等に対するセクハラ対策の義務化
いわゆる「就活セクハラ」

● 求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セクシュ
アルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務とな
ります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等）

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等）

事例動画など役立つコンテンツを掲載







都道府県労働局・ハローワーク

「キャリアアップ助成金」を活用して

従業員を正社員転換しませんか？

事業主のみなさまへ

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」とは？

有 期 雇 用 労 働 者 等 ※ を 正 規 雇 用 労 働 者 に 正 社 員 転 換 し た

場合に、事業主に対して助成を行う制度です。

※有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。

助成金の金額 正社員化コースの１人当たりの助成額は以下のとおりです。

キャリアアップ助成金について

受給条件の詳細等については裏面へ

LL071121 No.17

正社員化前雇用形態

企業規模

有期雇用労働者 無期雇用労働者

重点支援
対象者
（※）

中小企業 80万円（ 4 0万円×２期） 40万円（ 2 0万円×２期）

大企業 60万円（ 3 0万円×２期） 30万円（ 1 5万円×２期）

上記以外
中小企業 40万円（ 4 0万円×１期） ２0万円（ 2 0万円×１期）

大企業 30万円（ 3 0万円×１期） 15万円（ 1 5万円×１期）

※ 重点支援対象者とは、a~cのいずれかに該当する者
a：雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b：雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が合計１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c：派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
※ 新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外です

正社員化前雇用形態

対象者・企業規模

年間約10万人

が正社員化！

助成金の加算額

措置内容 加算額

①
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等
した場合（１事業所当たり１回のみ）

20万円（大企業15万円）

②
多様な正社員制度（※）を新たに規定し、当該雇用区分
に転換等した場合（１事業所当たり１回のみ）
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上の制度

40万円（大企業30万円）

正社員化コース１事業所当たりの加算額は以下のとおりです。 ※１事業所当たり１回のみ



キャリアアップ助成金の申請方法や助成額など制度の詳細は、

都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

正社員化後６か月の定着

都道府県労働局・ハローワーク

➀キャリアアップ計画

正規雇用労働者に転換する前日まで

に「キャリアアップ計画※」を作成・

提出していること。

※キャリアアップ計画は、労働者のキャリア

アップに向けた取り組みを計画的に進めるた

めの、今後の大まかなイメージを記載した計

画です。

助成金の受給条件

助成金の受給には以下の３つの条件を満たす必要があります。

②制度の規則化

正規雇用労働者に転換する制度を

就業規則などに規定していること。

③正社員転換

転換後６か月間の賃金を、転換前

６か月間の賃金より３%以上増額

させていること。

正社員転換
申請期間
①

非正規雇用労働者
として雇用

申請期間
②

正社員として６か月雇用 更に６か月雇用（重点支援対象者の場合）

重点支援対象者については
2期目の申請が可能です！

同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労

働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用

されている者に限る。

※支給対象期間中に実施が予定されている「賞与」「昇給」等が適用されていない場合、正規雇用

労働者の要件を満たさず、支給対象とならない場合があります。

また、キャリアアップ助成金上の正規雇用労働者の定義は以下になります。

正規雇用労働者の定義

正社員転換から受給までの流れ

キャリアアッ

プ計画の作

成・提出

就業規則等

の改定

（転換規定が

ない場合等）

就業規則等に

基づく

正社員転換

正社員転換後

６か月分の

賃金の支払い

支給申請

(取組後６か月の賃

金を支払った日の

翌日から起算して

２か月以内)

LL071121 No.17



都道府県労働局・ハローワーク

「キャリアアップ助成金」を活用して

従業員の賃金アップを図りませんか？

受 給 条 件 の 詳 細 等 に つ い て は 裏 面 へ

LL071121 No.18

キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」とは、有期雇用労働者等※１の

基本給を定める賃金規定等※２を３％以上増額改定し、その規定を適用した事業主

に対して、助成を行う制度です。

中小企業の非正規雇用労働者のうち、

A部門で働く※３パートタイマー20人の基本給を６％以上引き上げた場合助成例

１人当たりの助成額は以下のとおりです。

企業規模

支給額

１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人

３％以上
４％未満

４％以上
５％未満

５％以上
６％未満

６％以上

中小企業 ４万円 ５万円 ６ .５万円 ７万円

大企業 2.6万円 3.3万円 ４ .3万円 ４ .６万円

企業規模

賃金引き
上げ率

A部門

･･･

20人

（70,000円×20人）事業所 労働局

② 支給申請

③ 140万円支給

キャリアアップ助成金について

（厚生労働省ウェブサイト）

※１ 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。

※２ 賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。

※３ 一部の非正規雇用労働者の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、
その他合理的な理由（部門別等）に基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認めます。

① 賃上げ



キャリアアップ助成金の申請方法や助成額など制度の詳細は、
都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

就業規則 例：第○条（賃金） 契約社員およびパートタイマーの賃金を○○のとおり定める・・・

賃金規定
例：第○条（賃金）賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。

第○条（基本給）基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および

経験等に応じ、○級：○○円、○級：○○円とする

賃金一覧表
例：【等級別】1級:○○○円、2級:○○○円、3級:○○○円

【個人別】○○さん:○○○円、××さん:××円、△△さん:△△円 （匿名でも可）

賃金規定等とは？
以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。※５

増額改定から申請までの流れ（賃金一覧表を新たに作成した場合）

賃金一覧表（時給換算の場合）

等級 改定前時給

1 1,110円 1,150円

2 1,130円 1,170円

・・・ ・・・ ・・・

9 1,200円 1,240円

10 1,290円 1,330円

有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に換算

改定後時給

すべて※６の等級の金額を３％以上となるように改定し、

実際に、改訂後の基本給で給与を支給

３％以上UP！

金額の順に一覧表を作成

※５ 既存の賃金規定等の改定ではなく、新たに作成した場合でもその内容が、対象労働者の過去3か月の賃金実態と比較して

３％以上増額していることが確認できれば助成対象になります。

※６ 既存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置づけられて

いない等級も含め、全て増額改定していることが必要です。

同一労働同一賃金に向けた取り組み

正社員とパート・契約社員・派遣労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています（同一労働同一
賃金）ので、賃金引き上げの際は、同一労働同一賃金にもご留意ください。

受給条件

２ 賃金規定等の適用

有期雇用労働者等の基本給を賃金規定

等に定めていること。

１ キャリアアップ計画の作成・提出

賃金規定等を増額改定する前日までに

「キャリアアップ計画※４」を作成し、

最寄りの労働局へ提出していること。

３ 賃金アップ（２の改定）

２の賃金規定等を３%以上増額改定し、

改定後の規定に基づき６か月分の賃金

を支給していること。

※４ 労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画
的に進めるための、今後の大まかなイメージを記
載した計画のことです。

以下の要件全てに当てはまる必要があります。

６ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から２ヶ月間、

支給申請ができます

LL071121 No.18



愛顔のえひめ特別支援学校技能検定と 

障がい者雇用促進セミナーのご案内 

生徒の頑張る姿の見学と、精神・発達障害の特性や職場での配慮を学ぶ講座を通じて、共に

働くための実践的知識を提供します。皆様の積極的なご来場をお待ちしてます。 

 

開催日時 令和８年１月１７日 （土） 

       １３：００～１５：００ 

      （１２：３０から受付開始） 

 

場   所 愛媛県生涯学習センター 

（松山市上野町甲６５０番地） 

  

定   員 ６０名  

１月９日（金）締切 （定員になり次第締切） 

 

申込方法 下記 URL もしくは２次元バーコード 

の申込フォームに入力してください。 

 
https://forms.office.com/r/9M1JYEnZHz 

 
２次元バーコードはこちら→ 
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